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１章 計画策定の沿革・目的 

 

 

（１）計画策定の背景・目的 

特別天然記念物野幌原始林は、北広島市、札幌市、江別市にまたがって南北にのびる野幌丘陵上に

ある森林のうち、北広島市の一部の範囲が指定を受けています。本原始林を除く野幌丘陵上の森林の

うち 2,053ha は「道立自然公園野幌森林公園」に指定されています。 

 1873 年（明治 6 年）、開拓使札幌本庁は札幌郡の 7 か所を官林と定めました。その一つである「野

津幌官林」は現在の野幌国有林の範囲を中心とした野幌丘陵一円の地域にあり、南側のおよそ半分は

北広島市にあたります。このころの「官林」は特に良林を意味し、当時から優れた森林として知られ

ていたことがわかります。 

 1921 年（大正 10 年）3 月には、現在の野幌森林公園（札幌市、江別市）の一部と北広島市にまた

がる範囲の約 321ha が天然記念物として指定されました。それから、1950 年（昭和 25 年）の文化財

保護法の制定を受け、1952 年（昭和 27 年）3 月 29 日に同範囲が特別天然記念物の指定を受けまし

た。しかし、1954 年（昭和 29 年）5 月の低気圧急発達（メイスト－ム）と 9 月の台風 15 号（通称：

洞爺丸台風）により指定範囲の大部分が大打撃を受けました。このため、1959 年（昭和 34 年）と 1962

年（昭和 37 年）に風倒被害が大きかった 48 林班（江別市）や 56 林班（現北広島市）などの指定が

解除され、北広島市内の 3 小班約 41.7ha のみが指定地として残され、現在に至っています。 

 その後、2019 年（令和元年）10 月に国有林の北側に隣接する約 20.2ha の範囲が「既指定地に続く

落葉広葉樹林二次林が良好な自然回復を呈しており、今後も良好な自然環境となることが期待できる」

という理由により追加指定されました。 

 文化庁が所管する国指定文化財等データベースをもとに要約した指定の概要は以下のようになっ

ています。 

 

 

  

名称：野幌原始林 

種別：特別天然記念物 

所在地：北海道 北広島市 

指定年月日：1921 年（大正 10 年）3 月 3 日 

特別指定年月日：1952 年（昭和 27 年）3 月 29 日 

追加指定年月日：2019 年（令和元年）10 月 16 日 

指定基準：植物（二）代表的原始林、稀有の森林植物相 

管理団体：北広島市（北海道北広島市中央４丁目２番地１） 
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これまでの野幌原始林での植物調査は、天然記念物に指定される以前の 1920 年（大正 9 年）に三

好学によって調査報告が行われていますが、それ以降は舘脇操により場所を限定して行なわれた程度

でした。この度、保存活用計画を策定するにあたって、2020 年（令和 2 年）から 2022 年（令和 4 年）

までの 3 年間に、文化庁の国宝重要文化財等保存・活用事業として動植物に関する現地調査を実施し

ました。この調査は、文化庁や北海道教育委員会の助言・支援を受けて実施し、学識経験者からなる

特別天然記念物野幌原始林調査委員会においてその成果の評価・とりまとめをしてきました。 

 本計画は、この調査結果を踏まえて、100 年以上にわたり保全されてきた既指定地と、森林回復の

途上にある追加指定地の２つの指定地において、変化しつづける森林を適切に保全・再生していくた

めの課題や手法、より良い活用の方向性を示すことを目的として策定します。 
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（２）計画の対象とする区域 

 本計画の対象範囲となる特別天然記念物の指定地は、北広島市共栄と西の里にまたがる 61.9ha で

す（表 1-1、図 1-1）。そのうち国有林内の 41.7ha は 1921 年（大正 10 年）の指定時から対象となっ

ており、残る 20.2ha は 2019 年（令和元年）に追加指定されました。 

 指定地は国有林が 41.7ha（67%）を占め、北広島市所有地が 17.4ha（28%）、民有地が 2.8ha（5%）

となっています。 

 指定地と連続する森林環境など 247.4ha を本計画にかかわりのある「周辺地域」とします（表 1-1、

図 1-1）。このうちの 212.7ha（86%）が国有林（石狩森林管理署 59,60,61,63 林班）、25.6 ㏊（10％）

が市有地、9.1 ㏊（4％）が民有地となっています。 

 指定地の植生は大別すると自然林が 88%を占めますが、追加指定地には二次林・植林地・耕作放棄

地も小面積含まれています（表 1-2）。本計画では、野幌原始林の本来の姿に近く特別天然記念物とし

ての本質的価値を有する自然林部分に対して、現在は本来の姿ではないが今後自然林として再生・回

復することが期待される部分を合わせて「非自然林」部分とし、必要に応じて一括して取り扱うこと

とします。 

また、周辺地域の植生は、自然林・二次林・植林地に大きく三分され、指定地と同様の良好な自然

林が指定地周辺や東端 61 林班の北広島レクリエーションの森に見られるほか、戦後カラマツやトド

マツを植林した人工林（植林地）、そこに広葉樹が侵入して二次林化した森林が見られます。 

 ※ 植生の詳細については「2 章（1）野幌原始林の自然環境の特徴」で紹介しています。 

表 1-1 対象となる区域の所有者別面積 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-2 対象となる区域の植生区分 

 

 

  

(ha) 自然林 二次林 植林地 耕作放棄地

指定地 54.2 1.3 4.5 1.9 

41.7 

12.5 1.3 4.5 1.9 

123.6 57.2 64.1 2.6 

88% 2% 7% 3%

50% 23% 26% 1%

  既指定地

  追加指定地

周辺地域

（指定地を含む）
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図 1-1（1） 対象となる区域と自然林の分布（背景に地理院タイル使用） 
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図 1-1（2） 対象となる区域と空中写真（背景に地理院タイル使用） 
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（３）検討の経緯 

１ 調査委員会の設置 

 本計画は、学術調査等を始めてから５年の歳月をかけて策定しました。2020 年（令和 2 年）から

2022 年（令和 4 年）までの 3 年間で対象区域の調査を行い、2023 年（令和 5 年）から 2024 年（令

和 6 年）までの 2 年間で保存活用計画の策定をしました。 

 本計画策定に当たり、調査に際しては、2020 年（令和 2 年）

に「北広島市特別天然記念物野幌原始林調査委員会」（委員長：

露崎史朗 北海道大学教授、以下「調査委員会」という）を設置

しました。調査委員会は関連分野の有識者及び関係行政機関等

から構成され、指定区域および周辺地域で実施された動植物の

調査結果、既存の調査資料・文献から得られた情報を整理したも

のについて討議し、本計画の策定に必要な情報の収集をしまし

た。 

 

２ 検討委員会の設置 

 調査委員会に引き続いて、2023 年（令和 5 年）には「北

広島市特別天然記念物野幌原始林保存活用計画検討委員

会」（委員長：露崎史朗 北海道大学教授、以下「検討委員

会」という）を設置し、本計画の内容について検討し、策

定を進めました。調査委員会の委員に加えて、市民グルー

プや事業者等の多様な主体が参加し、様々な見地から議論

を重ねました。 

 

 

 ※委員会の構成や開催状況等については資料編に掲載しています。 
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（４）本計画の位置づけ（他の計画との関係） 

 北広島市では、北広島市総合計画（第６次、2021 年 3 月）において「自然と創造の調和した豊かな

都市」をテーマとして、自然に囲まれた美しいまちなみの中に、市民が住み良さを実感しながら、い

きいきと活動するまちをめざしてきました。また、基本目標の一つとして「学び合い心を育むまち」

を掲げ、第 2 章第７節「歴史の継承と創造」において、「歴史遺産や自然遺産などの保存と活用を進

めるとともに、市民が身近に郷土の文化財などに触れることができる環境づくりを推進する」として

います（北広島市総合計画 p.76）。 

北広島市緑の基本計画では、「緑を愛する市民が住み、緑と人がともに育ち交流するまち」を基本理

念として、先人から受け継いだ豊かな森や林を将来の世代に引き継ぐための施策を展開していくとし

ています（北広島市緑の基本計画 p.22、p.26）。 

北広島市環境基本計画では、「ひとと自然が調和したまち」の実現に向け、「森林をはじめとした動

植物の生息・生育環境を守り、市民が豊かな自然に気軽にふれあえる環境づくりや良好な景観を維持

していくための対策を進める」としています（北広島市環境基本計画ｐ.36）。 

北広島市教育振興基本計画においては、政策７「郷土愛を育む教育活動の推進」に位置付けた施策

「エコミュージアム構想の推進」及び「文化財の保存と活用」の推進にあたり、保全・活用する環境

を整備するとともに、特別天然記念物野幌原始林の「適切な保存に向けた保存活用計画を策定する」

としています（北広島市教育振興基本計画ｐ.39）。 

 その他、北広島市森林整備計画、北広島市地球温暖化対策実行計画、北広島市都市計画マスタープ

ラン（第 2 次）、北広島市住生活基本計画においても、特別天然記念物野幌原始林について言及され

ており、本計画の策定にあたってはこれらの各計画との整合をはかっています。 

 本計画の対象区域はほとんどが森林環境であり、特別天然記念物の指定基準も「植物（二）：代表的

原始林、稀有の森林植物相」となっています。対象区域の森林は、森林法第 4 条に基づく全国森林計

画、森林法第 7 条の 2 に基づく各地区の森林計画が作成され、森林の整備及び保全の目標や施業の方

法が定められています。対象区域の大半を占める国有林は、指定地が「自然維持タイプ※」、周辺地域

が「森林空間利用タイプ※」に定められ、良好な自然環境を保持することや憩いと学びの場を提供す

ることを目的とした管理が行われています。61 林班については「北広島レクリエーションの森」とし

て北広島市に貸与されて活用されています。また周辺地域も含めてほぼすべてが「水源涵養保安林※

２」に指定されています。市有林を含む民有林は、周辺を含む全てが「保健・文化機能等維持林」に定

められ、「野生生物等、生物多様性の保全を図るため、森林の構成を維持し、樹木の多様性を増進する

こと」を基本方針としています。本計画ではこれらを踏まえて、森林の保全と活用をはかっています。 

 ※「自然維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」：国有林では、重視すべき機能に応じて森林を 5 つに

区分して、それぞれの機能を最大限発揮させるための施業を推進しています。「自然維持タイプ」は、

良好な自然環境を保持する森林、希少な野生生物の生育・生息に適している森林等を目標とした管
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理をしています。「森林空間利用タイプ」は、豊かな自然景観や歴史的風致を構成する観点から、森

林とのふれあいの場を提供することを重視しています。 

 ※2「水源涵養保安林」：保安林とは、特定の公益目的を達成するために農林水産大臣や都道府県知事

によって指定される森林です。水源涵養保安林は水源の涵養のために指定され、立木の伐採や土地

の形質の変更は許可が必要となります。 
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（５）計画期間、計画の見直し 

本計画は、記載された事項の進展や取り巻く周囲の状況の変化に応じて見直しを図るため、令和 7

年（2025 年）4 月 1 日から令和 1７年（2035 年）3 月 31 日までの 10 年間を計画期間とします。 

 

 


